
仕様書（細部指示書）

１．業 務 名 市立保育所・認定こども園交通誘導業務委託

２．履行期間 令和８年４月１日 ～ 令和９年３月３１日まで

４．業務内容

磐城第２保育所

① 警備従事者数 ２名 ※１日の業務時間ごとに各１名

② 業務内容 駐車場出入り口付近と駐車場内において、送迎時の保護者車両の交

通誘導・雑踏警備

③ 業務実施日 令和８年４月１日 ～ 令和９年３月３１日※１２ヶ月

月曜日～金曜日、但し国民の祝日及び年末年始（１２月２９日から

１月３日）を除く

④ 年業務委託予定日数 ２４１日

⑤ １日の業務時間Ａ ４時間３０分

配置時間（午前） ７時３０分 ～ ９時００分

配置時間（午後） １５時３０分 ～ １８時３０分

１日の業務時間Ｂ ４時間

配置時間（午前） ８時００分 ～ ９時３０分

配置時間（午後） １５時３０分 ～ １８時００分

磐城認定こども園

① 警備従事者数 １名

② 業務内容 駐車場出入り口付近と駐車場内において、送迎時の保護者車両の交

通誘導・雑踏警備

③ 業務実施日 令和８年４月１日 ～ 令和９年３月３１日※１２ヶ月

月曜日～金曜日、但し国民の祝日及び年末年始（１２月２９日から

１月３日）を除く

④ 年業務委託予定日数 ２４１日

⑤ １日の業務時間 ４時間

配置時間（午前） ７時５０分 ～ ８時５０分

配置時間（午後） １５時３０分 ～ １８時３０分



５．支払方法 １か月分まとめての後払いとする。

毎月月末締めで業務実施報告及び請求の提出があってから３０日

以内に支払うものとする

６．特記事項

＜受注者に関する事項＞

(1). 業務履行期間に、警備業法による警備業の認定を受けていること。
(2). 受注者は、緊急時における緊急連絡網など対応策を作成し、発注担当課(こども
未来課)に提出すること

(3). 受注者は業務実施報告書を作成し、月ごとに発注担当課に提出すること。なお、
安全管理上の理由により当該報告書には警備に従事した者の氏名を記載するこ

と。

(4). 受注者は業務開始月を除き、毎月末日までに、翌月の業務予定表（従事予定者氏
名入り）を作成し発注担当課に提出すること。

(5). 本業務に従事する者の通勤に使用する自家用車等の駐車場等は受注者が確保す
ること。

(6). ４の配置時間は現時点の予定であり、業務開始までに、配置現場の状況を踏まえ、
１日の業務時間に変更がない範囲で、前後に調整する場合がある。

(7). 配置された従事者が、本業務への適正を欠くと判断された場合は、可能なかぎり
速やかに交代要員を配置すること。

＜配置する従事者に関する事項＞

(8). 警備従事中は、受注者が発行する身分証明書等を携帯しておくこと。
(9). 磐城第２保育所、磐城認定こども園を利用する者、また周辺道路を利用する者へ
は挨拶をするなど親切かつ丁寧な対応を行うこと。

(10).磐城第２保育所、磐城認定こども園を利用する者、また周辺道路を利用する者か
ら意見等があった場合は誠実に対応し、内容等を市へ報告すること。

(11).その他この仕様書に定めのない事項について、必要がある場合は発注者・受注者
双方協議のうえ定めるものとする。


